
 岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成25年８月30日 

岩手県公安委員会       

委員長 雫 石 禮 子  

岩手県公安委員会規則第６号 

   岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 岩手県道路交通法施行細則（昭和35年岩手県公安委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第16号（第25条関係） 様式第16号（第25条関係） 

  ［略］    ［略］  

 申  ［略］   申  ［略］  

 請 本 籍 ・ 国 籍    請 本籍・国籍等   

 者  ［略］   者  ［略］  

  ［略］    ［略］  

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 （Ａ４）   

様式第17号（第26条関係） 様式第17号（第26条関係） 

  ［略］    ［略］  

 申  ［略］   申  ［略］  

 請 本 籍 ・ 国 籍    請 本籍・国籍等   

 者  ［略］   者  ［略］  

  ［略］    ［略］  

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 （Ａ４）   

様式第25号（第35条関係） 様式第25号（第35条関係） 

  ［略］    ［略］  

 本籍・国籍    本籍・国籍等   

  ［略］    ［略］  

 備考１ ［略］  備考 ［略］ 

   ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 （Ａ４）   

様式第25号の２（第35条関係） 様式第25号の２（第35条関係） 

  ［略］    ［略］  

  本  籍    本籍・国籍等  

  住  所    住    所  

  氏  名            氏    名          

  生年月日    生 年 月 日  

  ［略］    ［略］  

 備考１・２ ［略］  備考１・２ ［略］ 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 （Ａ４）   

様式第25号の３（第35条関係） 様式第25号の３（第35条関係） 

  ［略］    ［略］  

 本籍・国籍    本籍・国籍等   



  ［略］    ［略］  

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 （Ａ４）   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、平成25年９月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の岩手県道路交通法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。 
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